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｢国葬｣ 葛飾区は庁舎など公共施設で半旗掲揚 
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9 月 27 日に行なわれた安倍元首相の｢国葬｣で、葛飾区は庁舎を含め 4 つの公共施設で半旗を掲揚

し弔意を示しました。23 区では葛飾区を含めて 8 区が公共施設で半旗掲揚し、弔意を示したと報

道されています。 

みずまは『安倍元首相の｢国葬｣に際して、弔意表明を要請し

ないこと』と半旗掲揚も行なわないことを区長と教育長にたい

し、9/20 賛同いただいた他会派と申し入れをしました。 

国からも要請はされず、世論が分断されている中、区が半旗

掲揚し弔意を示すことは行なうべきではなかったと思います。 

 

葛飾区議会議員 

みずま雪絵ニュース 

10年協定のリリオ亀有リノベーションプロジェクト事業 

       5年目の折り返し 負担金の効果検証を 

 現在、葛飾区議会第 3 回定例会が開会中です。9 月 30 日に行なわれた 2021 年度決算審査特

別委員会第 1 分科会で、みずま雪絵はリリオ亀有リノベーションプロジェクト事業費の負担金

について、質疑しました。 

 本事業は、亀有地区のにぎわい創出、リリオ館の集客・収益へのシャワー効果を目的に、リ

リオプロジェクトとして葛飾区が都市再生機構(UR)・リリオ亀有の管理会社・絵本事業を行な

う民間事業者と 2017 年に協定を結び 2018 年に始まりました。リリオ亀有リノベーションプロ

ジェクト事業費の負担金は、10 年間にわたり葛飾区が民間事業者の運営費とテナント賃料を負

担するものです。2021 年度決算では 8,129 万円となっています。 

 2022 年は本事業 5 年目の折り返しとなります。決算審査では 2021 年度の事業実績を質疑し

た後、これまで本事業がリリオ館・地域周辺へどのような効果をもたらしたのか検証し示すよ

う求めました。 

 亀有駅南口地区は、葛飾区で最初に駅前大規模再開発が行われた場所です。葛飾区が現在も

進める駅前再開発事業のあり方という側面からみても、このような税金投入を推進することは、

後に区民の大きな負担になるのではないかと心配です。「公民連携」と言われる事業への税金投

入は慎重に見極める必要があると考えます。 

  

第 3 回定例会 

9/13～10/13 
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区政・労働・生活相談を行っています。 

困った時に助け合うのはお互い様です。みずま雪絵事務所は１人でも、パートでも加入できる「ユ

ニオンネットお互いさま」と連携しています。相談は秘密厳守、無料です。 

◆「解雇」「雇止め」「労働条件の変更」などを言われたら、即答しないで、相談しましょう。 

◆ 解雇は「合理的な理由」がない限り違法です。 

◆ 仕事でのケガや病気は会社の責任。労災の治療費は無料、休業中の賃金補償も請求できます。 

◆ 請負・派遣トラブルはありませんか？契約期間の途中打ち切りや労働条件の反故は違法です。 

◆ パートでも半年勤務すれば有給休暇はあります。サービス残業は犯罪です。 

 

 

 

 

 

日本通運の労働契約法 18 条潜脱 無期転換逃れ解雇撤回を 

「ユニオンネットお互いさま」の組合員であるＯさんは、2018 年３月 31 日に「期間満

了による雇い止め」として、７年４か月間働いた日本通運を解雇されました。Ｏさんはこ

の「雇い止め」は労働契約法 18条に違反する無期転換逃れであるとして、2018年４月

２日東京地裁に提訴しました。2020 年 10 月 1 日、被告を不起訴とする不当判決が出

されました。原告Ｏさんは、10月 7日に東京高裁に控訴しました。 

 東京高裁で、2022 年 7月 6 日結審となり、11月 1日に判決が言い渡されます。 

 

※2013 年に改正された労働契約法の 18 条は、「雇止め」の雇用不安に対して通算５年

以上働いた有期雇用労働者に無期契約への転換権を与えており、2018年４月１日から無

期転換権が発生しました。このような潜脱行為がまかり通れば、労働契約法 18条の実効

性は失われてしまいます。現在、改正法の見直しが行われています。 

 

2022 年 10 月から 

東京都の最低賃金は1,072 円になりました。(2021 年 1,041 円) 


